
平
成
26
年
（
1
月
か
ら
11
月
）

に
町
内
で
交
通
死
亡
事
故
が
多
発

し
た
こ
と
を
受
け
、
平
成
26
年
11

月
27
日
か
ら
3
か
月
間
、
埼
玉
県

知
事
よ
り
「
交
通
事
故
防
止
特
別

対
策
地
域
」
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
町
で
は
交
通
事

故
防
止
特
別
対
策
本
部
を
設
置
し
、

次
の
交
通
事
故
防
止
特
別
対
策
を

実
施
し
ま
す
。

1
�
子
ど
も
・
若
者
・
高
齢
者
の

交
通
事
故
防
止

・
交
通
ル
ー
ル
を
遵
守
さ
せ
る
交

通
安
全
啓
発
の
推
進

・
自
転
車
利
用
者
に
対
す
る
自
転
車

安
全
利
用
の
意
識
付
け
の
推
進

2
�
自
動
車
の
交
通
事
故
防
止

・
町
内
事
業
者
の
ド
ラ
イ
バ
ー
に

対
す
る
交
通
安
全
教
育
の
推
進

・
二
輪
・
四
輪
運
転
者
へ
の
安
全

運
転
の
励
行
を
周
知
さ
せ
る
啓

発
活
動
の
推
進

3
�
交
差
点
に
お
け
る
交
通
事
故

防
止
活
動
の
推
進

・
交
通
事
故
多
発
交
差
点
に
お
け

る
立
哨
活
動
な
ど
通
過
車
両
対

策
の
強
化

・
通
勤
・
通
学
時
間
帯
に
お
け
る

交
通
弱
者
の
安
全
誘
導
の
推
進

・
交
通
事
故
多
発
交
差
点
を
中
心

と
し
た
道
路
環
境
の
整
備

4
�
町
民
に
対
す
る
交
通
事
故
発

生
情
報
の
積
極
的
な
提
供

上上上上上上上上上上上上上上上上上
尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾
警警警警警警警警警警警警警警警警警
察察察察察察察察察察察察察察察察察
署署署署署署署署署署署署署署署署署
よよよよよよよよよよよよよよよよよ
りりりりりりりりりりりりりりりりり

平
成
26
年
の
上
尾
警
察
署
管
内

で
は
11
月
20
日
現
在
、
交
通
死
亡

事
故
が
12
件
発
生
し
、
12
名
の
方

が
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。（
県
下
ワ

ー
ス
ト
1
位
）
そ
の
う
ち
、
伊
奈

町
で
は
3
件
発
生
し
、
3
名
の
方

が
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。

事
故
の
特
徴

3
件
の
交
通
死
亡
事
故
は
、
す

べ
て
自
動
車
と
歩
行
者
が
関
係
す

る
事
故
に
な
っ
て
い
ま
す
。

道
路
上
に
い
る
と
き
は
、
自
動

車
の
運
転
者
だ
け
で
な
く
、
歩
行

者
の
方
に
つ
い
て
も
安
全
確
認
を

怠
ら
ず
、
事
故
に
巻
き
込
ま
れ
な

い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

運
転
手
の
方
へ

不
意
な
飛
び
出
し
・
横
断
に
対

応
で
き
る
よ
う
、速
度
を
抑
え
、周

囲
の
人
や
車
の
動
き
を
見
ま
し
ょ

う
。
安
全
確
認
を
怠
ら
ず
、
わ
き

見
運
転
は
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

歩
行
者
の
方
へ

飛
び
出
し
や
無
理
な
横
断
は
絶

対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。
横
断
歩
道

を
渡
り
、
青
信
号
で
も
左
右
の
安

全
を
必
ず
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交
通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通
事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事
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止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止
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別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別
対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対
策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策
をををををををををををををををををををををををを

実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実
施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施
中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

問

生
活
安
全
課
�内
２
２
８
３

小小・・中中学学校校のの教教育育補補助助員員等等をを募募集集ししまますす
町では、小・中学校教育補助員、中学校さわやか相談員、教育センター指導員、学校図書館支援員を募集します。

任用期間
4月～平成28年3月（①②④⑤は前期・後期制）
※勤務時間には休憩を含みます。
⃞申・問 1月30日㈮までに

教育委員会学校教育課�内２５３３へ

勤務場所 ①⑤町立小・中学校
②町立小学校
③町立中学校
④教育センターおよび町立小学校

選考方法 市販の履歴書（JIS 規格）および面接

②特別支援教育支援員（小学校教育補助員）
内 容 通常の学級に在籍する教育上特別の支援を必要

とする児童に対し、担任の先生と一緒に指導・
援助を担当する。

募集人員 ５名（原則教員免許をお持ちの方）
勤務時間 １日６時間３０分※週５日程度、年間１７５日程度
賃 金 ６，２００円（日給）

④町教育センター指導員
内 容 児童生徒の学習適応を目的とした学習支援、小

学校教育相談室等での相談・支援などを行う。
募集人員 ６名（教員免許をお持ちの方が望ましい。６５歳

位までの方。）
勤務時間 １日６時間４５分※週２日～４日程度、年間８８日

～１５０日
賃 金 ６，０００円（日給）

内 容 司書教諭等と一緒に、学校図書館の蔵書管理や蔵書整理等を担当します。
募集人員 ７名（司書の資格をお持ちの方、または図書館（室）での勤務経験のある方）
勤務時間 １日５時間４５分※週３日、年間１２０日程度 賃 金 ４，０５０円（日給）

①いきいき先生（小・中学校教育補助員）
内 容 担任や教科担任の先生と一緒に授業に参加し、

指導・援助を担当する。
募集人員 ８名（原則教員免許をお持ちの方）
勤務時間 １日６時間３０分※週５日程度、年間１７５日程度
賃 金 ６，２００円（日給）

③さわやか相談員（中学生の身近な相談者）
内 容 中学校に常駐し生徒および保護者等に対し、教

育的な視点からの相談・支援を担当する。
募集人員 ３名（学校教育に理解があり、子どもの悩みに

ついて相談に応じることのできる高い知識や経
験を有する方。６０歳までの方。）

勤務時間 １日６時間３０分※年間２００日程度
賃 金 １６１，０００円（月額報酬制）

⑤学校図書館支援員
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国
民
年
金
に
は

ど
ん
な
人
が

加
入
す
る
の

Ｑ

年
金
っ
て

若
い
と
き
に
も

関
係
あ
る
の

Ｑ
保
険
料
は
い
く
ら
・

ど
う
や
っ
て

納
め
る
の

Ｑ

収
入
が
な
く
て

保
険
料
を
納
め
ら

れ
な
い
場
合
は

Ｑ

①
国
民
健
康
保
険
税
②
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
③
介
護
保
険
料

は
、
所
得
税
や
住
民
税
の
申
告
で

社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
所
得
か

ら
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

普
通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は
口

座
振
替
）
で
納
付
し
た
方
に
は
、

平
成
26
年
中
の
納
付
額
を
記
載
し

た
「
納
付
額
確
認
書
（
社
会
保
険

料
控
除
用
）」
を
、
1
月
下
旬
に

納
付
義
務
者
あ
て
に
送
付
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
確
認
書
に
は
特
別
徴

収
（
年
金
天
引
）
分
は
含
ま
れ
て

い
ま
せ
ん
の
で
、
年
金
支
払
機
関

（
日
本
年
金
機
構
な
ど
）
か
ら
送

付
さ
れ
る
源
泉
徴
収
票
等
で
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

障
害
年
金
、
遺
族
年
金
か
ら
天

引
き
さ
れ
た
方
に
は
源
泉
徴
収
票

は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
納
付

額
の
確
認
が
必
要
な
方
は
、
各
担

当
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問

①
保
険
医
療
課
国
民
健
康
保

険
係
�内
２
１
７
３

②
保
険
医
療
課
医
療
係
�内
２
１
７

５③
福
祉
課
介
護
保
険
管
理
係
�内
２

１
２
４

離
職
時
の
年
齢
が
65
歳
未
満

で
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ

た
方
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
し
、
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
離

職
理
由
コ
ー
ド
が
11
、
12
、
21
、

22
、
23
、
31
、
32
、
33
、
34
と

な
っ
て
い
る
方
は
、
国
保
税
の

軽
減
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

①
会
社
都
合
退
職
の
場
合
（
企

業
の
倒
産
、リ
ス
ト
ラ
な
ど
）

②
自
己
都
合
退
職
で
特
定
の
理

由
に
該
当
す
る
場
合

軽
減
期
間

離
職
日
の
翌
日
の

属
す
る
月
か
ら
年
度
末
ま
で
と

そ
の
翌
年
度
の
最
大
2
年
度
間

（
そ
の
間
に
国
保
を
脱
退
し
た

場
合
に
は
、軽
減
は
終
了
し
ま
す
。）

軽
減
割
合

課
税
の
根
拠
と
な

る
前
年
中
の
給
与
所
得
に
1
0

0
分
の
30
を
乗
じ
て
計
算
し
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
書
類

町
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
証
、
雇
用

保
険
受
給
資
格
者
証

問

保
険
医
療
課
国
民
健
康
保

険
係
�内
２
１
７
２

Ａ

国
民
年
金
に
は
、
日
本
に
住

む
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
全
て
の

人
が
加
入
し
ま
す
。
職
業
に
よ
っ

て
次
の
3
種
類
（
被
保
険
者
）
に

分
け
ら
れ
ま
す
。

第
1
号
被
保
険
者
↓
自
営
業
者
、

学
生
、
フ
リ
ー
タ
ー
な
ど
（
第
2

号
・
第
3
号
以
外
の
人
は
収
入
に

か
か
わ
ら
ず
第
1
号
被
保
険
者
に

な
り
ま
す
）

第
2
号
被
保
険
者
↓
会
社
員
や
公

務
員
（
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
に

加
入
し
て
い
る
人
）

第
3
号
被
保
険
者
↓
第
2
号
被
保

険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者

※
就
職
や
退
職
、
結
婚
や
離
婚
な

ど
で
加
入
の
種
類
や
氏
名
・
住
所

が
変
わ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度

届
出
が
必
要
で
す
。

Ａ

関
係
あ
り
ま
す
！
国
民
年
金

は
老
後
の
年
金
だ
け
で
な
く
、
病

気
や
け
が
で
障
害
が
残
っ
た
と
き

に
も
、
障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ

れ
ま
す
。（
た
だ
し
、
年
金
保
険

料
の
納
付
要
件
や
、
障
害
状
態
の

審
査
が
あ
り
ま
す
。）

交
通
事
故
や
病
気
な
ど
、
万
が

一
の
こ
と
は
い
つ
自
分
の
身
に
起

こ
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な

と
き
に
、
生
活
の
支
え
に
な
る
の

が
障
害
基
礎
年
金
で
す
。
ま
た
、

一
家
の
働
き
手
が
亡
く
な
っ
た
と

き
、
残
さ
れ
た
家
族
を
支
え
る
遺

族
基
礎
年
金
も
あ
り
ま
す
。

Ａ

第
1
号
被
保
険
者
の
保
険
料

は
、1
か
月
1
5,
2
5
0
円（
平

成
26
年
度
額
）
で
す
。
日
本
年
金

機
構
か
ら
納
付
書
が
送
ら
れ
て
き

ま
す
の
で
、
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
納
め
て

く
だ
さ
い
。
口
座
か
ら
の
引
き
落

と
し
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付

も
で
き
ま
す
。（
事
前
に
申
込
が

必
要
）
ま
た
、
そ
の
年
度
の
1
年

分
・
6
か
月
分
な
ど
一
定
期
間
の

保
険
料
を
、
前
も
っ
て
納
め
る
と

割
引
に
な
る
前
納
制
度
や
、
月
々

の
保
険
料
に
4
0
0
円
を
プ
ラ
ス

し
て
納
め
る
と
、
老
齢
基
礎
年
金

を
少
し
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
付

加
保
険
料
の
制
度
も
あ
り
ま
す
。

注
意

国
民
年
金
基
金
に
加
入
し

て
い
る
方
は
、
付
加
保
険
料
の
申

込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

Ａ

学
生
で
あ
れ
ば
、
在
学
中
の

保
険
料
を
後
払
い
で
き
る
学
生
納

付
特
例
制
度
が
あ
り
ま
す
。
学
生

で
な
い
方
も
保
険
料
の
免
除
や
納

付
猶
予
を
受
け
ら
れ
る
制
度
が
あ

り
ま
す
。
い
ず
れ
も
前
年
所
得
に

よ
る
審
査
が
あ
り
ま
す
が
、
納
め

ら
れ
な
い
と
き
は
そ
の
ま
ま
に
せ

ず
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国
民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金
制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制
度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度
のののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの
ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
らららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららら
まままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままま
しししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししし

非
自
発
的
失
業
に
対
す
る

国
保
税
の
軽
減
制
度

国国
民民
健健
康康
保保
険険
税税
・・
後後
期期
高高
齢齢
者者
医医
療療
保保
険険
料料
・・

介介
護護
保保
険険
料料
のの
納納
付付
額額
確確
認認
書書（（
普普
通通
徴徴
収収
分分
））

をを
送送
付付
しし
まま
すす

国国
民民
年年
金金
制制
度度
のの
ああ
らら
まま
しし

問

保
険
医
療
課
国
民
年
金
係
�内
２
１
７
３

ご存知
ですか

Ｑ
Ａ＆
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